
安城市版地域包括
ケアシステムの構築

安城市
福祉部 介護保険課 介護保険係
在宅医療連携専⾨員 河井丈幸

平成26年 10⽉ 31⽇
在宅医療連携拠点推進事業・地域包括ケアモデル事業 合同活動報告会

受託事業名 (在宅医療連携拠点推進事業 and 地域包括ケアモデル事業)



当地域（安城市）の特徴
〇この地域の強みとそれを活かした活動
①安城市は１市１医師会・１⻭科医師会・１薬剤師会であり、他⾃治体との調整を必
要としない。総合病院は２ヶ所のみである。
⇒２つの総合病院と３師会よりそれぞれ代表者を選出し、毎⽉開催する地域ケア推進
会議に出席して頂くことが出来た。
②安城市社会福祉協議会によるまちづくり（地域⾒守り活動推進事業）が進んでいた。
⇒この町内会での⾒守り活動を基盤とした地域包括ケアシステムを構築。
〇この地域の弱みとそれによって難しい活動

⻭科と薬局では在宅医療への参⼊が遅れている。特定の医療機関等のみが在宅医療
を実施しており、市全体への広がりが不充分。

医科では、医師が⼀⼈しかいない診療所や⾼齢の医師が多く、在宅医療への参⼊に
ハードルが⾼い。診療所間での連携といっても主治医・副主治医制のような体制がな
かなか進みにくい。
⇒⾃分の患者は⾃分で診たい診療所の医師同⼠が、上⼿く連携していくにはどうした
ら良いか。また、診療所に複数の医師が在籍するような体制を作っていくために、⾏
政として出来ることは何か助⾔が欲しい。 1



担当組織
〇事務局は、介護保険の担当課である介護保険課が事務局

実務担当者 在宅医療担当の専⾨員（⺠間病院から出向の看護師） １名
地域包括ケアシステム担当の主査（保健師） １名
在宅医療の担当と地域包括ケアシステムの担当は、両者ともケアマネ資格と、
地域包括⽀援センターで保健師としての勤務経験を有する職員を配置できた。

助⾔役 担当課⻑ １名、担当係⻑ １名、専⾨主査 １名
〇現状 H25年度は専任の担当者不在だったが、H26年４⽉より２名増員し現在の体制。

安城市は市⺠病院がなく、医療と介護・福祉に精通した職員の確保は苦労した。
現在は医療と介護・福祉に精通した職員が担当することで、事業を進めている。

〇今後取組む市町に向けた提案
地域包括ケアシステムや在宅医療と介護の連携を進めるには、医療のみならず介護・福祉の

幅広い知識や経験を必要とします。事務局担当者は、看護師等の医療系資格とケアマネ
ジャー・社会福祉⼠等の介護・福祉系資格のダブルライセンスを所持した担当者を置くことが
望ましいです。

各種機関との連絡調整、研修会等の企画⼒も必要となりますので、事務作業を円滑に遂⾏で
きる担当者の配置も必要です。また、牽引役の管理職も不可⽋です。 2



市と医療・介護・福祉関係者と住⺠が同じ⽅向を向いていけるように、
安城市の未来を⾒据えた情報の共有と、考える機会が必要！

地域の顔の⾒える関係作り①
〇専⾨職へのアウトリーチ

安城市の三師会および安城市内の２つの総合病院
（安城更⽣病院・⼋千代病院）に対して、担当者及
び担当係⻑・課⻑・部⻑が事業の説明と協⼒依頼の
ために訪問した。
５⽉２０⽇ 安城更⽣病院へ訪問・説明。

⻭科医師会⻑へ訪問・説明。
５⽉２１⽇ 薬剤師会⻑へ訪問・説明。
５⽉２３⽇ 安城市医師会の理事会へ訪問・説明。
５⽉２６⽇ ⼋千代病院へ訪問・説明。
５⽉２９⽇ 安城医療福祉ネットワークにて医療・

介護事業者に説明。
６⽉ ５⽇ 市内の介護事業者の代表者を集めて

説明。
説明資料 ※別スライドに掲⽰
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〇地域へのアウトリーチ
地域住⺠に対してモデル地区を中⼼

に説明会を実施した。
５⽉２１⽇ モデル地区内の地区社協

の会⻑へ説明。
５⽉２７⽇ 市内の町内会へ説明。
６⽉ ４⽇ ⺠⽣委員の会合で説明。
８⽉ ２⽇ 市内の地区社協へ説明。
８⽉２８⽇ 市内の町内会へ説明。
９⽉ ７⽇ マッチング交流会開催。
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地域の顔の⾒える関係作り②
〇在宅医療・介護連携推進のための研修会を医師会から講師派遣等の協⼒を得て開催

安城市内の医師会・⻭科医師会・薬剤師会・安城更⽣病院・⼋千代病院・各種介護サービ
ス事業所に向けて研修案内を送付。

講師は⼤学の教員に依頼したり、市内の医師等医療関係者の協⼒を得て実施。
2/25(⽕)20時〜「地域包括ケアと今後の医療・介護のかたち」
6/19(⽊)20時〜「地域包括ケアシステムにおける在宅医療ネットワーク」
6/24(⽕)20時〜「嚥下障害とその対処法ー飲み込みやすい話ー」
9/20(⼟)17時〜「安城市在宅医療連携懇話会」（講演：在宅医療・神経疾患について）
10/1(⽔)19時〜「適切な急変時対応のために知っておきたいこと」

10/21(⽕)19時〜「⼝腔ケア・たん吸引」（実技研修）
11/19(⽔)19時〜「栄養と胃瘻・⾼齢者の薬剤投与について」
11/25(⽕)20時〜「在宅⻭科診療」
12/11(⽊)19時〜「⼀宮市における在宅医療連携拠点推進事業について」
1/15(⽊)19時〜「脳⾎管障害後の⿇痺患者のリハビリ」
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地域における医療・介護・福祉関係者の医療に関する資質向上に
向けて多職種が⼀緒に学べる研修会の開催が必要である！



〇多職種ワークショップ研修会（多職種ネットワーク会議から移⾏）を開催
２回⽬ ８⽉２４⽇（⽇） １３時３０分〜１６時３０分 ⼋千代病院
テーマ「在宅における患者中⼼医療：多職種連携実践のためのコミュニケーション」
⼤きな改善点：グループワークは１グループ７〜８名として、発⾔しやすい環境を整えた。グルー
プワークに⼊る前にアイスブレークのゲームを実施し、参加者の関係を縮めてから実施した。
主催者側から、事前にグループワークで使⽤する資料を配布し、円滑にグループワークが進むよう
に配慮した。
結果：多くの参加者から、このような機会を継続的に⾏って欲しいという希望があった。

地域の顔の⾒える関係作り③
〇多職種ネットワーク会議を開催
この地域で地域包括ケアシステム・在宅医療と介護の連携について、医療・介護・福祉の関係者が⼀緒に議
論する場を設置。
１回⽬ ３⽉３０⽇（⽇） １３時３０分〜１５時３０分 安城市総合福祉センター
テーマ「在宅医療の充実、地域医療における多職種連携の課題」
実施して⾒えたこと：グループワークの⼈数が１１〜１２名と多く、ほとんど発⾔できない参加者がいた。
反省点：医師会や病院に協⼒を依頼して実施したが、事務局の体制が不充分だった。主催者の経験不⾜。
改善点：多職種協働（IPW）を進めるため、専⾨職種間連携教育（IPE）に重点を置いた研修会を企画した。
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安城市の地域包括ケアシステム
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地域ケア推進会議（市域）

障害者

問題提起

問題提起

解決策の
検討・提案



各会議の役割・・・地域ケア会議
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会議名 内容 実施主体 想定される参加者
個別課題
解決機能

ネットワー
ク構築機能

地域課題
発見機能

地域づくり・資
源開発機能

政策形成
機能

地域包括ケア協議会

基盤整備・
計画への位
置づけ・施策
化

市
医療、福祉、保健、被保険者、介護
サービス事業者の各代表及び学識
経験者、顧問（計１８名）

◎

地域ケア推進会議
《市レベルの全体会議》

課題解決方
法の確立 市

医師会、歯科医師会、薬剤師会、介
護保険関係事業者連絡会議構成部
会代表(各２名）、民生委員代表、町
内会代表、包括、在介、地区社協、
市関係課等

◎ ◎ ◎

地域ケア地区会議
《中学校区レベル》

地域の課題
の検討、解
決策の検討、
ネットワーク
づくり

包括
地区社
協

医師、主任ケアマネジャー、地区社
協会長（町内会長）、地区民協会長、
介護事業者代表（施設代表）、地区
社協職員、包括、在介、市関係課等

◎ ◎ ◎

地域ケア個別会議
《町内会レベル》

利用者支援
包括
地区社
協

町内会長、民生委員、福祉委員、主
治医、ケアマネ、介護事業者、地区
社協、在介、包括

◎

サービス担当者会議
利用者支援
（介護保険
サービス）

介護支
援専門
員

ケアマネ、介護サービス事業者、主
治医等ケース関係者 ◎



各会議の役割・・・専門職部会
・１４部会の種類

・・・病院部会、医師会部会、歯科医師会部会、薬剤師会部会、訪看ネット、訪リハネット、ケアマネット、
デイネット、ヘルパーネット、施設部会、グループホーム部会、保健福祉部会、地域支援部会、住まい
部会
・部会の役割

・・・各専門職の部会は、課せられた課題や自ら感じている課題について検討し、解決策を地域ケア推
進会議に提案する。
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・現状
・・・各部会で協議する構成メンバー等はそれぞれの会に任せている。
既存の組織を活用したものと、新たに立ちあげたものがあり、部会の
開催頻度は定期的な部会と不定期の部会とバラツキがある。各部会
には、市の担当職員が毎回同席している。
・課題
・・・自立している部会と自立していない部会があるため、中身を伴った
自立した議論が行えるような支援が必要。また、立ち上がったばかりの
ため、期待される役割への理解が不充分で活発なディスカッションが
行えていない。



地域ケア推進会議（再掲）
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医療・福祉・保健・町内会等の実務代表者を一同に集め、７月より毎月第３木曜日の午
後１時３０分～３時まで実施している。市全体を把握し、政策に反映するための議論を
行う中で、合意形成を図る場とした。

各部会からの代表者２８名と事務局（地域包括支援センターと介護保険課担当者）８名
の合計３６名で構成。

現状と課題
・・・各部会の代表者が集まる地域ケア推進会議では、
会議のテーマを通して少しずつ発言が増えているが、
充分なディスカッションを行うには、まだ時間を要す。
議論のテーマによっては、参加・発言しにくい場合もあ
る。しかし、全員が参加する中で合意形成を図るプロ
セスが、今後の地域包括ケアシステム構築に向けて
最も重要だと考える。




